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1 仕様書 2
4.

（１）
③

確認の結果、４．（３）によりコンクリートがら等の処分を行
う処理施設において本業務以外に通常引取りを行っているコン
クリートがら等の放射能濃度又は放射線量と同等又はそれ以下
とは認められないコンクリートがら等があった場合は、環境省
担当官に速やかに報告すること。とありますが、運搬・計上等
の処理はどのようになりますでしょうか。

積込みを行う際の放射能濃度又は放射線量の測定の結果、通常
引取りを行っている放射能濃度又は放射線量と同等又はそれ以
下とは認められないものがあった場合は、積込・運搬すること
なく環境省担当官に速やかに報告願います。その後の対処につ
いては協議いたします。

2 仕様書 2
4.

（３）
④

処理施設へコンクリートがら等を搬入した後、処分を実施する
までの間にコンクリートがら等を一時的に保管する場合は、放
射性物質汚染対処特措法等の関係法令及び廃棄物関係ガイドラ
インに従って、空間線量率の測定（７日に１回。保管を行う場
所の敷地境界４点及び敷地中心付近１点の計５点。）、地下水
中の放射性物質濃度の測定（１月に１回。保管場所周縁の１箇
所。）等の必要な措置を講じること。とありますが、コンク
リートがら等を一時的に保管しない場合は、地下水中の放射性
物質濃度の測定は実施しなくてもよいという認識でよろしいで
しょうか。

ご推察のとおり、処理施設へ搬入後、速やかに処理され再生さ
れた場合は、地下水中の放射性物質濃度の測定ついては必要あ
りません。
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